
金沢市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成23年３月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第30号
金沢市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

金沢市児童福祉法施行細則 (平成８年規則第61号) の一部を次のように改正する｡

第２条第１項第３号中 ｢第34条の15第１項各号｣ を ｢第34条の19第１項各号｣ に改め､ 同条第２項中 ｢第36条の37

第１項｣ を ｢第36条の41第１項｣ に改め､ 同条第３項中 ｢第36条の37第２項｣ を ｢第36条の41第２項｣ に改める｡

第２条の２中 ｢第36条の39｣ を ｢第36条の43｣ に改める｡

第２条の３中 ｢第36条の42第１項｣ を ｢第36条の46第１項｣ に改める｡

第６条の２の12中 ｢､ 第２項若しくは第７項｣ を ｢若しくは第２項｣ に改める｡

第６条の５中 ｢､ 第２項及び第７項｣ を ｢及び第２項｣ に､ ｢から第４項まで｣ を ｢及び第３項｣ に改める｡

第７条第１項第５号及び第６号中 ｢第31条第５項｣ を ｢第31条第４項｣ に改める｡

附則第４項を削る｡

別表第２の備考第６項第２号中 ｢350,000円｣ を ｢390,000円｣ に改める｡

様式第１号中 ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢第１条の32第２項第２号｣ を ｢第１条の33第２項第２号｣ に改める｡

様式第１号の２中 ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢第36条の37｣ を ｢第36条の41｣ に改める｡

様式第１号の３中 ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢第36条の39｣ を ｢第36条の43｣ に改める｡

様式第１号の４中 ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢第36条の42｣ を ｢第36条の46｣ に改める｡

様式第６号､ 様式第７号､ 様式第11号及び様式第12号中 ｢・第27条第７項｣ を削る｡

附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡ ただし､ 附則第４項を削る改正規定及び別表第２の備考の改正規定は､ 平成

23年４月１日から施行する｡

金沢市における保育の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成23年３月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第31号
金沢市における保育の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市における保育の実施に関する条例施行規則 (平成10年規則第４号) の一部を次のように改正する｡
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別表第１の備考第１項中 ｢４月１日｣ を ｢初日の前日｣ に改める｡

附 則

１ この規則は､ 平成23年４月１日から施行する｡

２ 改正後の別表第１の規定は､ 平成23年４月分からの保育料について適用し､ 同年３月分までの保育料については､

なお従前の例による｡

金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成23年３月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第32号
金沢市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市国民健康保険条例施行規則 (昭和34年規則第５号) の一部を次のように改正する｡

第９条を次のように改める｡

(出産育児一時金の支給申請)

第９条 被保険者の属する世帯の世帯主が金沢市国民健康保険条例 (昭和34年条例第５号｡ 以下 ｢条例｣ という｡)

第16条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは､ 別紙第１号様式の出産育児一時金支給申請書

を市長に提出しなければならない｡ ただし､ 当該世帯主が出産に係る病院若しくは診療所又は助産所との間で出産

育児一時金の受取に係る代理契約を締結した場合で､ 当該契約に基づき出産育児一時金 (当該出産に係る費用に相

当する範囲に限る｡) の支給を受けようとするときは､ 別に定める申請書を市長に提出しなければならない｡

２ 前項の申請書には､ 次に掲げる書類 (同項ただし書の申請書にあっては､ 第１号及び第２号に掲げる書類) を添

付しなければならない｡� 被保険者証又は被保険者資格証明書� 母子健康手帳� 条例第16条第１項ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあっては､ 同項ただし書に規定する出産であ

ることを証する書類� その他市長が必要があると認める書類

３ 前２項の規定にかかわらず､ 被保険者の属する世帯の世帯主が出産に係る病院若しくは診療所又は助産所との間

で出産育児一時金の支給の申請及び受取に係る代理契約を締結した場合で､ 当該契約に基づき出産育児一時金 (当

該出産に係る費用に相当する範囲に限る｡) の支給を受けようとするときは､ 当該病院若しくは診療所又は助産所

が石川県国民健康保険団体連合会を通じて別に定める書類を市長に提出しなければならない｡

様式第１号を次のように改める｡

第１号様式 (第９条関係)
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出産育児一時金支給申請書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

申請人 住 所

世帯主氏名 �
出産育児一時金の支給を受けたいので､ 次のとおり申請します｡

支 給 申 請 額

被 保 険 者 証 記号 番号

分 娩 日 時
前

年 月 日 午 時 分
後

出 産 児 氏 名

出産した者の氏名 出産児の続柄



附 則

１ この規則は､ 平成23年４月１日から施行する｡

２ この規則の施行前に支給の申請のあった出産育児一時金については､ なお従前の例による｡

３ この規則の施行の際現に存する改正前の第１号様式の書式による用紙は､ 当分の間､ 使用することができる｡

金沢市保健所補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成23年３月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第33号
金沢市保健所補助組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則

金沢市保健所補助組織及び分掌事務規則 (平成９年規則第41号) の一部を次のように改正する｡

第２条を次のように改める｡

第２条 保健所の組織は､ 次のとおりとする｡

２ 保健所並びに前項の表に規定する課等及びグループにそれぞれ長を置き､ 必要に応じ､ 保健所に次長を､ 課等に

課長補佐等及び医長を置くことができる｡

第３条第３項中 ｢課長 (食肉衛生検査所長を含む｡ 以下同じ｡) 及び室長｣ を ｢課長等｣ に改め､ 同条に次の３項

を加える｡

４ 課長補佐等は､ 課長等を補佐し､ 所管事務を掌理する｡

５ グループ長は､ 上司の命を受け､ 所管事務を掌理し､ 所属職員を指揮監督するとともに､ 担任の事務を処理する｡

６ 医長は､ 上司の命を受け､ 担任の専門事務を掌理する｡

第４条を次のように改める｡

第４条 地域保健課の各グループの分掌事務は､ おおむね次のとおりとする｡
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出 産 に 係 る

医 療 機 関 等

所在地

名称

出産に立ち会った

医 師 又 は

助 産 師 の 氏 名

備 考

課 等 グ ル ー プ

地域保健課 企画庶務グループ 医事グループ 感染症対策グループ 食育推進グループ

衛生指導課 環境衛生グループ 理化学検査グループ 微生物検査グループ 小動物管理グループ

食品安全対策室

食肉衛生検査所 検査第１グループ 検査第２グループ

グループ 分 掌 事 務

企画庶務グ

ループ

１ 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項

２ 保健事業の企画及び立案に関する事項

３ 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項

４ 保健師に関する事項

５ 母体保護に関する事項

６ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による保健所長の事務に係る精神保健に関

する事項

７ 看護学校等の学生及び生徒の実習に関する事項

８ 保健所の庶務及び予算に関する事項

９ 駅西健康ホールに関する事項



２ 衛生指導課の各グループの分掌事務は､ おおむね次のとおりとする｡

３ 食品安全対策室の分掌事務は､ おおむね次のとおりとする｡

４ 食肉衛生検査所の各グループの分掌事務は､ おおむね次のとおりとする｡
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10 他課及び他グループに属しない事項

医事グルー

プ

１ 医事に関する事項

２ 公共医療事業の向上及び増進に関する事項

感染症対策

グループ

１ 結核､ 感染症その他の疾病の予防に関する事項

２ 養育医療に関する事項

３ 育成医療に関する事項

４ 小児慢性特定疾患治療研究事業に関する事項

５ 感染症診査協議会に関する事項

食育推進グ

ループ

１ 食育施策の総合的な推進及び連絡調整に関する事項

２ 歯科保健に関する事項

３ 専門的な栄養指導等に関する事項

グループ 分 掌 事 務

環境衛生グ

ループ

１ 環境衛生関係営業に関する事項

２ そ族衛生害虫の発生の抑制その他環境衛生の改善指導に関する事項

３ 温泉法に関する事項

４ 水道法に関する事項

５ 薬事に関する事項

６ 毒物及び劇物に関する事項

７ 特定建築物の衛生的環境の確保に関する事項

８ 家庭用品の監視指導に関する事項

９ 動物の愛護及び管理に関する法律に関する事項 (小動物の引取り及び収容に関する事項を除

く｡)

理化学検査

グループ

１ 理化学に係る衛生上の試験及び検査に関する事項

微生物検査

グループ

１ 微生物に係る衛生上の試験及び検査に関する事項

小動物管理

グループ

１ 狂犬病予防及び犬の危害防止に関する事項

２ 動物の愛護及び管理に関する法律に関する事項 (小動物の引取り及び収容に関する事項に限

る｡)

課 等 分 掌 事 務

食品安全対

策室

１ 食品の安全性の確保に関する事項

２ 食中毒事件等の調査及び処理に関する事項

３ 食品衛生関係営業に関する事項

４ 給食施設の衛生管理の指導に関する事項

グループ 分 掌 事 務

検査第１グ

ループ

１ と畜場法に関する事項

２ と畜場内における食肉等に係る食品衛生法に関する事項

３ 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関する事項

４ 化製場等に関する法律に関する事項

(精密検査を実施する場合において､ 検査第１グループは理化学又は残留物質に係る検査を､

検査第２グループは病理又は微生物に係る検査をそれぞれ担当する｡)

検査第２グ

ループ



附 則

この規則は､ 平成23年４月１日から施行する｡

金沢市立病院の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成23年３月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第34号
金沢市立病院の組織及び分掌事務規則の一部を改正する規則

金沢市立病院の組織及び分掌事務規則 (平成３年規則第４号) の一部を次のように改正する｡

第２条第２項中 ｢医事室｣ の次に ｢並びに管理グループ及び会計グループ｣ を加える｡

第３条第１項中 ｢､ 事務局長のほか､ 次長｣ を ｢事務局長のほか次長を､ 医事室及びグループにそれぞれ長｣ に改

め､ ｢応じ､｣ の次に ｢事務局に｣ を加え､ 同条第２項中 ｢室に｣ を ｢室 (医事室を除く｡) に｣､ ｢及び室 (医事室を

除く｡) に医長｣ を ｢医長又は技師長を､ 室 (医事室を除く｡) に副室長､ 医長｣ に改める｡

第４条第４項を同条第７項とし､ 同項の前に次の２項を加える｡

５ 副室長及び事務局長補佐は､ それぞれ室長又は次長を補佐し､ 所管の事務を掌理する｡

６ グループ長は､ 上司の命を受け､ 所管の事務を掌理し､ 所属職員を指揮監督するとともに､ 担任の事務を処理す

る｡

第４条第３項を同条第４項とし､ 同条第２項中 ｢次長及び｣､ ｢それぞれ｣ 及び ｢事務局長又は｣ を削り､ 同項を同

条第３項とし､ 同条第１項の次に次の１項を加える｡

２ 次長は､ 上司の命を受け､ 所管の事務を掌理し､ 所属職員を指揮監督するとともに､ 事務局長に事故があるとき

は､ その職務を代行する｡

第５条第１項中 ｢(医事室を除く｡)｣ を ｢の各グループ｣ に改め､ 同項各号を削り､ 同項に次の表を加える｡

附 則

この規則は､ 平成23年４月１日から施行する｡

金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成23年３月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第35号
金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の一部を改正する規則

金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則 (平成５年規則第２号) の一部を次のように改正する｡

第19条中 ｢第15条の２の５第２項｣ を ｢第15条の２の６第２項｣ に改める｡

第19条の４中 ｢様式第14号の４｣ を ｢様式第14号の６｣ に改め､ 同条を第19条の６とする｡

第19条の３中 ｢様式第14号の３｣ を ｢様式第14号の５｣ に改め､ 同条を第19条の５とする｡

第19条の２中 ｢様式第14号の２｣ を ｢様式第14号の４｣ に改め､ 同条を第19条の４とし､ 第19条の次に次の２条を

加える｡

(一般廃棄物処理施設の定期検査の申請書)
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グループ 分 掌 事 務

管理グルー

プ

１ 病院業務の総合的連絡調整に関する事項

２ 職員の人事､ 給与及び服務に関する事項

３ 文書の取扱いに関する事項

４ 施設の維持管理に関する事項

５ その他病院業務の事務に関する事項 (他グループ及び医事室が所管する事項を除く｡)

会計グルー

プ

１ 病院業務の企画及び経営分析に関する事項

２ 予算及び決算に関する事項

３ 物品の購入､ 出納及び保管に関する事項

４ その他会計に関する事項



第19条の２ 省令第４条の４の２の申請書は､ 一般廃棄物処理施設定期検査申請書 (様式第14号の２) によるものと

する｡

(一般廃棄物処理施設の定期検査結果の通知書)

第19条の３ 省令第４条の４の４の書面は､ 定期検査結果通知書 (様式第14号の３) によるものとする｡

第20条中 ｢第15条の２の６｣ を ｢第15条の２の７｣ に改める｡

第20条の９中 ｢第12条の７の７第５項｣ を ｢第12条の７の17第５項｣ に､ ｢様式第15号の９｣ を ｢様式第15号の13｣

に改め､ 同条を第20条の13とする｡

第20条の８中 ｢第12条の７の７第２項｣ を ｢第12条の７の17第２項｣ に､ ｢様式第15号の８｣ を ｢様式第15号の12｣

に改め､ 同条を第20条の12とする｡

第20条の７中 ｢様式第15号の７｣ を ｢様式第15号の11｣ に改め､ 同条を第20条の11とする｡

第20条の６中 ｢様式第15号の６｣ を ｢様式第15号の10｣ に改め､ 同条を第20条の10とする｡

第20条の５中 ｢様式第15号の５｣ を ｢様式第15号の９｣ に改め､ 同条を第20条の９とする｡

第20条の４中 ｢様式第15号の４｣ を ｢様式第15号の８｣ に改め､ 同条を第20条の８とする｡

第20条の３中 ｢様式第15号の３｣ を ｢様式第15号の７｣ に改め､ 同条を第20条の７とする｡

第20条の２中 ｢様式第15号の２｣ を ｢様式第15号の６｣ に改め､ 同条を第20条の６とし､ 第20条の次に次の４条を

加える｡

(熱回収施設設置者に係る認定の申請書)

第20条の２ 省令第５条の５の５第１項の申請書は､ 熱回収施設設置者認定申請書 (様式第15号の２) によるものと

する｡

(熱回収施設設置者に係る認定)

第20条の３ 市長は､ 法第９条の２の４第１項の規定により熱回収施設設置者の認定をしたときは､ 当該認定を受け

た者に対し､ 熱回収施設設置者認定証 (様式第15号の３) を交付するものとする｡

(熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出書)

第20条の４ 省令第５条の５の10第１項の届出書は､ 熱回収施設休廃止等届出書 (様式第15号の４) によるものとす

る｡

(熱回収施設設置者に係る報告書)

第20条の５ 省令第５条の５の11第１項の報告書は､ 熱回収報告書 (様式第15号の５) によるものとする｡

別表第２中 ｢第12条の２第６項｣ を ｢第12条の２第８項｣ に改める｡

様式第13号の２中 ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に改め､ ｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号リに規

定する｣ を削り､ 同様式の備考中第７項を第８項とし､ 第６項の次に次の１項を加える｡

７ ｢役員｣ の欄に記載する役員とは､ 業務を執行する社員､ 取締役､ 執行役又はこれらに準ずる者をいい､ 相

談役､ 顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず､ 法人に対し業務を執行する社員､ 取締役又はこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます｡

様式第13号の３中 ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に改め､ ｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号リに規

定する｣ を削り､ 同様式の備考中第７項を第８項とし､ 第６項の次に次のように加える｡

７ ｢役員｣ の欄に記載する役員とは､ 業務を執行する社員､ 取締役､ 執行役又はこれらに準ずる者をいい､ 相

談役､ 顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず､ 法人に対し業務を執行する社員､ 取締役又はこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます｡

様式第13号の５中 ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に改め､ ｢次の一般廃棄物処理施設がしゅん功したので､｣ を削り､ ｢によ

る施設｣ を ｢により､ 一般廃棄物処理施設｣ に改め､ ｢検査を｣ の次に ｢受けたいので｣ を加える｡

様式第14号中 ｢第15条の２の５第２項｣ を ｢第15条の２の６第２項｣ に改める｡

様式第14号の４中 ｢(第19条の４関係)｣ を ｢(第19条の６関係)｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢第９条第５項 (同

法第９条の３第10項において準用する場合を含む｡)｣ を

｢第９条第５項 (同法第９条の３第11項において準用する場合を含む｡)

第９条の２の３第２項 ｣
に改め､ 同様式を様式第14号の６とする｡

様式第14号の３中 ｢(第19条の３関係)｣ を ｢(第19条の５関係)｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢第９条の３第10項｣

を ｢第９条の３第11項｣ に改め､ 同様式を様式第14号の５とする｡

様式第14号の２中 ｢(第19条の２関係)｣ を ｢(第19条の４関係)｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢第９条の３第10項｣
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を ｢第９条の３第11項｣ に改め､ 同様式を様式第14号の４とし､ 様式第14号の次に次の２様式を加える｡

様式第14号の２ (第19条の２関係)

様式第14号の３ (第19条の３関係)

様式第15号中 ｢第15条の２の６｣ を ｢第15条の２の７｣ に改める｡

様式第15号の９中 ｢(第20条の９関係)｣ を ｢(第20条の13関係)｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢第12条の７の７第

５項｣ を ｢第12条の７の17第５項｣ に改め､ 同様式を様式第15号の13とする｡

様式第15号の８中 ｢(第20条の８関係)｣ を ｢(第20条の12関係)｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢第15条の２の４｣

を ｢第15条の２の５｣ に改め､ 同様式を様式第15号の12とする｡

様式第15号の７中 ｢(第20条の７関係)｣ を ｢(第20条の11関係)｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に改め､ 同様式を様式

第15号の11とする｡

様式第15号の６中 ｢(第20条の６関係)｣ を ｢(第20条の10関係)｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に改め､ 同様式を様式

第15号の10とする｡

様式第15号の５中 ｢(第20条の５関係)｣ を ｢(第20条の９関係)｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に改め､ ｢廃棄物の処理

及び清掃に関する法律第７条第５項第４号リに規定する｣ を削り､ 同様式備考中第４項を第５項とし､ 第３項の次に

次の１項を加える｡

４ ⑨及び⑫の欄に記載する役員とは､ 業務を執行する社員､ 取締役､ 執行役又はこれらに準ずる者をいい､ 相

談役､ 顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず､ 法人に対し業務を執行する社員､ 取締役又はこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます｡
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一般廃棄物処理施設定期検査申請書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

申請者 住 所

氏 名

(法人にあっては､ 事務所の所在地､ 名称及び代表者の氏名)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の２の２第１項の規定により､ 一般廃棄物処理施設の定期検査

を受けたいので申請します｡

一般廃棄物処理施設の設置の場所

一般廃棄物処理施設の種類

許可の年月日及び許可番号 年 月 日 第 号

収 第 号

年 月 日

定期検査結果通知書

住 所

氏 名 様

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条の２の２第１項の定期検査の結果について､ 次のとおり通知し

ます｡

金沢市長 印�
一般廃棄物処理施設の設置の場所

一般廃棄物処理施設の種類

許可の年月日及び許可番号 年 月 日 第 号

定期検査の結果

次回の検査期限 年 月 日



様式第15号の５を様式第15号の９とする｡

様式第15号の４中 ｢(第20条の４関係)｣ を ｢(第20条の８関係)｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に改め､ ｢廃棄物の処理

及び清掃に関する法律第７条第５項第４号リに規定する｣ を削り､ 同様式備考中第３項を第４項とし､ 第２項の次に

次の１項を加える｡

３ ｢役員｣ の欄に記載する役員とは､ 業務を執行する社員､ 取締役､ 執行役又はこれらに準ずる者をいい､ 相

談役､ 顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず､ 法人に対し業務を執行する社員､ 取締役又はこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます｡

様式第15号の４を様式第15号の８とする｡

様式第15号の３中 ｢(第20条の３関係)｣ を ｢(第20条の７関係)｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に､ ｢第９条の３第７項｣

を ｢第９条の３第８項｣ に改め､ 同様式を様式第15号の７とする｡

様式第15号の２中 ｢(第20条の２関係)｣ を ｢(第20条の６関係)｣ に､ ｢あて先｣ を ｢宛先｣ に改め､ 同様式を様式

第15号の６とし､ 様式第15号の次に次の４様式を加える｡

様式第15号の２ (第20条の２関係)

(表面)
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熱回収施設設置者認定申請書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

申請者 住 所

氏 名

(法人にあっては､ 事務所の所在地､ 名称及び代表者の氏名)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の２の４第１項の規定により､ 一般廃棄物の熱回収施設設置者

として認定を受けたいので､ 関係書類及び図面を添えて申請します｡

熱 回 収 施 設 の 設 置 の 場 所

※ 認 定 の 年 月 日 年 月 日

※ 認 定 番 号

熱回収に必

要な設備に

関する事項

設備の種類及びその設備

の能力

△設備の位置､ 構造等の

設置に関する計画

△設備の維持管理に関す

る計画

熱回収の内

容に関する

計画

熱回収施設において処分

する一般廃棄物の種類

熱回収の方法

熱回収率 ％

許可の年月日及び許可番号 年 月 日 第 号



(裏面)

様式第15号の３ (第20条の３関係)
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備考

１ ※欄は､ 記入しないでください｡

２ 設備の種類については､ ボイラー､ 発電機､ 熱交換器の別を記入してください｡

３ 設備の能力については､ ボイラーの最大蒸発量 (トン／時)､ 発電機の出力 (キロワット)､ 熱交換器

の能力 (キロジュール／時､ 複数ある場合はそれぞれの能力) を記載してください｡

４ △印の欄の記載については､ できる限り図面､ 表等を利用することとし､ △印の欄にその記載事項の

すべてを記載することができないときは､ 同欄に ｢別紙のとおり｣ と記載し､ 別紙を添付してください｡

５ 設備の位置､ 構造等の設置に関する計画については､ 熱回収に必要な設備の位置及び構造､ 熱回収に

より得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置

の位置を示す図を添付してください｡

６ 設備の維持管理に関する計画については､ ボイラー､ 発電機又は熱交換器についての維持管理に関す

る計画を記載してください｡ また､ 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合におけ

る当該電気の量を把握するために必要な装置の機能を健全に維持するために行う定期的な点検､ 補修等

の計画も記載してください｡

７ 熱回収の方法については､ 発電､ 発電以外の熱利用､ 発電・熱利用の併用の別を記入してください｡

８ 熱回収率については､ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条の５の５第１項第４号ハの

算式により算定した熱回収率を記載してください｡

９ 申請書及び添付書類は､ それぞれ２部提出してください｡

金沢市指令収 第 号

年 月 日

熱回収施設設置者認定証

住 所

氏 名 様

金沢市長 印�
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の２の４第１項の規定により､ 一般廃棄物の熱回収施設の設置

者として認定を受けた者であることを証します｡

認 定 の 年 月 日 年 月 日

認 定 の 有 効 年 月 日 年 月 日

認 定 番 号

熱 回 収 施 設 の 設 置 の 場 所

熱 回 収 の 方 法

熱 回 収 に 必 要 な 設 備

熱 回 収 率 ％

留 意 事 項



様式第15号の４ (第20条の４関係)
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熱回収施設休廃止等届出書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

届出者 住 所

氏 名

(法人にあっては､ 事務所の所在地､ 名称及び代表者の氏名)

熱回収施設の休廃止等をしたので､ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第５条の５の規定により､

関係書類及び図面を添えて届け出ます｡

熱回収施設の設置の場所

認定の年月日及び認定番号 年 月 日 第 号

熱回収を行わなく

なったとき

理由

年月日 年 月 日

廃止､ 休止又は再

開したとき

理由
(廃止・休止・再開の別)

年月日 年 月 日

熱回収に必要な設

備を変更したとき

△変更の内容

理由

年月日 年 月 日

備考

１ △印の欄の記載については､ できる限り図面､ 表等を利用することとし､ 同欄にその記載事項のすべて

を記載することができないときは､ 同欄に ｢別紙のとおり｣ と記載し､ 別紙を添付してください｡

２ 変更のある部分については､ 変更前及び変更後の内容を対照させるものとしてください｡

３ 次に掲げる書類及び図面を添付してください｡� 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の能力又は当該設備の位置､ 構造等の設置に関する計画

に変更があった場合には､ 変更後の当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図､ 立面図､ 断面図､ 構

造図､ 処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図� 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理に関する計画に変更があった場合には､ 変更

後の当該設備の維持管理に関する計画を記載した書類



様式第15号の５ (第20条の５関係)

附 則

この規則は､ 平成23年４月１日から施行する｡

金沢市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成23年３月31日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第36号
金沢市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市自転車等駐車場条例施行規則 (平成３年規則第３号) の一部を次のように改正する｡

第10条の次に次の１条を加える｡

第10条の２ 条例第11条の２第３項の規定に基づき返還手数料を免除する場合は､ 盗難された自転車等であることが

明らかである場合など､ 所有者等の責めに帰すべきでないと市長が認める理由により､ 条例第４条に規定する利用

期間を超えて自転車等が駐車された場合とする｡

第13条を第14条とし､ 第12条の次に次の１条を加える｡

第13条 第４条から第10条の２までの規定は､ 条例第17条第２項の規定による告示のあった同条第１項に規定する暫

定自転車等駐車場について準用する｡

様式第１号及び様式第２号中 ｢第11条｣ の次に ｢(同条例第17条第３項において準用する場合を含む｡)｣ を加える｡

附 則

１ この規則は､ 平成23年４月１日から施行する｡

２ この規則の施行の際現に存する改正前の様式第１号及び様式第２号の書式による用紙は､ 当分の間､ 所要の調整

をして使用することができる｡
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熱回収報告書

年 月 日

(宛先) 金沢市長

報告者 住 所

氏 名

(法人にあっては､ 事務所の所在地､ 名称及び代表者の氏名)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条の５の11の規定により､ 熱回収に関する報告書を提出

します｡

認定の年月日及び認定番号 年 月 日 第 号

年４月１日から 年

３月31日までの年間の熱回収率
％

備考

１ 熱回収率については､ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条の５の５第１項第４号ハの算

式により算定した熱回収率を記載してください｡

２ 熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類を添付してください｡
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平成23年(2011年)３月31日 印刷 発行人 金 沢 市
平成23年(2011年)３月31日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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